
熱中症特別警戒情報

・広域的に過去に例のない危険な暑さ等によ
り、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、
医療の提供に支障が生じるようなおそれがある
場合に発表されます。
・具体的には、都道府県内の全ての暑さ指数情
報提供地点（※）において暑さ指数35以上とな
る時などが該当します。
※ 気候変動適応法施行規則の別表に掲げる情報提供地点を除く。

・高齢者、こども等の熱中症になりやすい方の周りの方
は、熱中症になりやすい方が室内ではエアコン等を適切に

使用し、涼しい環境で過ごせているか確認してください。
・熱中症になりやすくない方も、水分補給・塩分補給を
してください。
・校長や経営者、イベント主催者等の管理者は、全ての人
が熱中症対策を徹底できているか確認し、徹底できていない場合は、運動、外出、イベント
等の中止、延期、変更（リモートワークへの変更を含む。）等を判断してください。

［ 熱 中 症 特 別 警 戒 ア ラ ー ト ］
熱中症予防情報サイト

熱中症特別警戒アラートとは

熱中症を予防するために

熱中症特別警戒アラート等の色のイメージ

熱中症特別警戒アラート（熱中症特別警戒情報）発表中

熱中症警戒アラート（熱中症警戒情報）発表中

暑さ指数31・32に達する地域※

※暑さ指数31以上は、日本生気象学会の指針によると、危険とされており、
　日本スポーツ協会によると、運動は原則中止とされている。


